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大切に育てた
花かつみが美しく開花
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～　シリーズ　新型コロナウイルスワクチン接種④　～

阿久比町コロナワクチンコールセンター
（48）0900　開館時間：平日　午前8時30分～午後5時15分

一般の方の接種が始まります

問い合わせ先

1.貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせるＳＤＧｓ17の目標

コロナのことは（48）0900へ
※　（48）1111へお電話いただいても、コールセンターにはつながりませんので、ご注意ください。

一般の方の接種が始まります
　7月からは、一般の方の予約受け付け・接種を、年齢で分けて順次開始します。

　電話予約など（医療機関によっては、窓口でも受け付けを行う場合があります）

阿久比クリニック（※）

ハーブ内科皮フ科（※）

コールセンター
Web予約 医療機関一覧の
（※）の医療機関以外を受付

医療機関名（五十音順） 予約先・受付時間 受付開始日時

（48）8866（開院時間）

070（4416）0456
（月・火・木・金　午前9時～正午、午後4時～午後7時）
（水・土　　　　午前9時～正午）

（48）8787（開院時間）

（48）0900
（平日午前8時30分～午後5時15分）

※　混雑緩和のため、コールセンターと医療機関で分散して受け付けします。

■接種券（クーポン券）発送日
　60歳～64歳の方：7月1日（木）　16歳～59歳の方：7月8日（木）
　※　12歳～15歳の方の接種については、決まり次第お知らせします。
■接種予約先・受付開始日　空き状況に応じて医療機関をご案内します。
コールセンターでは、これまでの電話予約に加え、Web予約を開始します。

■キャンセル・余剰が出た場合の接種希望
　予約受付対象外の年齢の方で、キャンセルや余剰が出た場合にご案内を希望する方は、corona@town.agui.
lg.jpへメールで「氏名・生年月日・連絡先」をご連絡ください。

■16歳～49歳の方はまだ予約受付できません。
職域などで接種される方はお送りした接種券をご使用ください。

　Ｗｅｂ予約　〔接種券（クーポン券）番号が必要です〕
医療機関名（五十音順） 年　齢 受付開始日時

阿久比クリニック（※）
あぐい小児科クリニック
あぐい南クリニック
浅井外科（※）
飯塚医院
岡田ハートクリニック
於大クリニック阿久比
耳鼻咽喉科すみやクリニック
高津耳鼻咽喉科
ハーブ内科皮フ科（※）
東ヶ丘クリニック

町公式ホームページ（http://www.town.agui.lg.jp/ka/
coronayoyaku.html）から予約サイトへ進んでください。

浅井外科（※）

60歳～64歳の方
　7月12日（月）午前9時～
50歳～59歳の方
　7月21日（水）午前9時～
16歳～49歳の方
受付開始日時が決まり次第広報やホー
ムページなどでお知らせします。

60歳～64歳の方
　7月8日（木）午前9時～
50歳～59歳の方
　7月15日（木）午前9時～
16歳～49歳の方
受付開始日時が決まり次第広報やホー
ムページなどでお知らせします。

60歳～64歳

50歳～59歳

16歳～49歳

7月8日（木）午前9時～

7月15日（木）午前9時～
受付開始日時が決まり次第広報やホー
ムページなどでお知らせします。
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　いよいよ夏本番を迎えます。この季節は、行楽などで自動車を運転する機
会が増えるほか、暑さや疲れから注意力が散漫になりがちです。ライフスタ
イルの変化に伴い、通勤・通学や配達を目的とする自転車利用者が増えて
いるほか、屋外で遊ぶ子どもたちや夕涼みなどで外出する高齢者も増える
ため、交通事故の発生が心配されます。
　また、夏特有の解放感から飲酒の機会も増え、飲酒運転による交通事故
の発生も懸念されます。
　そこで、愛知県では、県民総ぐるみの「夏の交通安全県民運動」が実施さ
れます。この機会に交通安全に対する意識を高め、交通事故防止に努めてく
ださい。

　後部座席でシートベルトを着用せずに交通事故に遭ってしまうと、次のような危険があります。後部座席も必ずシート
ベルトを着用しましょう。

　衝突の勢いが激しい場合、後部座席から車外に放
出される可能性があります。車外に放出されると、
道路にたたきつけられたり、後続車にひかれたり、最
悪の場合は命を落としてしまう恐れがあります。

▽　子どもと高齢者を始めとする
歩行者の安全の確保
▽　歩行者等の保護を始めとする
安全運転意識の向上
▽　自転車の安全利用の推進

「後部座席は安全」と思い込んでいませんか？

　横断歩道に近づく場合、車両（自転車を含む）は横断しようとする歩行者がいないことが明らかな
場合を除き、横断歩道の直前で停止できるような速度で進行しなければいけません。
　横断歩道を横断しようとする方がいる場合は、横断歩道の直前で一時停止をしてください。（道路
交通法第38条）
■問い合わせ先　防災交通課交通係　(48)1111(内1210)

歩行者優先はマナーでなくルールです

車外放出の危険車外放出の危険 同乗者に致命傷同乗者に致命傷

運動重点運動重点
～　気をつけよう　少しの油断で　加害者に　～

夏の交通安全県民運動
7月11日（日）～7月20日（火）

　身体が凶器となっ
て、同乗者の命を奪
うことがあります。

　交通弱者である高齢者や子どもなどの歩行者を守り、交通事故を減らすためには、
ドライバーが「歩行者優先」を心掛けた運転をすることが大切です。
　「歩行者優先」は道路交通法で定められたルールです。特に本
町では、近年小中学生が増加しており、交通事故から歩行者を守
ることは大変重要になっています。
　そこで、本町は7月10日に開催予定の「社会を明るくする運
動・安全安心町民・青少年健全育成推進大会」で、「歩行者優先の
まち」を宣言いたします。

阿久比町は「歩行者優先のまち」を宣言します
7月10日

■問い合わせ先　防災交通課交通係　(48)1111(内1210)
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ＳＤＧｓ17の目標
2.飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障・栄養改善を実現し、持続可能な農業を促
進する



夏休み期間中の幼稚園・認可外保育施設などの
利用料無償化について

夏休み期間中の幼稚園・認可外保育施設などの
利用料無償化について

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

認可外保育施設などを利用する子どもたち

■要　件　在住の市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。原則、通園している幼稚園を経由し
ての申請となります。「保育の必要性の認定」を受けるためには、就労などの要件があります。町内保育園入所要件
と一部異なりますので、詳しくは子育て支援課に問い合わせてください。
■利用料　幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1万1,300円までの範囲で預かり保育の利用料（保育
料）が無償化されます。

■対　象　▽　幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）を利用している方で、幼稚園の預かり保育の実施時間などが少
ない（平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満、または年間開所日数が200日未満）方

　　　　　▽　保育園、認定こども園（保育園部分）などを利用できていない方
■要　件　在住の市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「保育の必要性の認定」を受けるた
めには、就労などの要件があります。町内保育園入所要件と一部異なりますので、詳しくは子育て支援課に問い合
わせてください。
■対象施設・事業　認可外保育施設（※）に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事
業を対象とします。
※　認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の
事業所内保育などを指します。

■問い合わせ先　子育て支援課幼児保育係　（48）1111（内1123・1130）

■開所期間　夏休み・冬休みのみ
〔日曜日、祝日、春休み期間中、夏季閉所日（8月12日～8月15日）、年末年始（12月
29日～令和4年1月3日）は開所しません〕

■開所時間　月曜日～金曜日：午前8時～午後7時、土曜日：午前8時～午後6時
　　　　　　（午前8時～午前9時、午後6時～午後7時は早朝・延長扱いされます）
■実施場所　英比小学校（図書室）※　保護者の送迎が必要です。
■対　象　仕事などで保護者が昼間家庭にいない町内小学校に在籍する児童
　　　　　〔保護者の就労状況などや低学年（1年生・2年生）の児童が原則優先されます〕
■定　員　40人程度（全学区対象です。学区を問わず申し込みできます）
■利用料など　利用料：3万円（年額）　年度登録料：5,000円

早朝・延長料：夏 2,000円、冬 1,000円（最大料金です。希望者のみ加算されます）
■入所申込書配布場所　学童保育所「げんきッズあゆみ」（宮津二子東12）、役場
■入所申込書提出先　学童保育所「げんきッズあゆみ」
■提出書類　▽　入所申込書

▽　家庭で放課後に児童の育成ができないことを証明する書類（入所希望する児童の父母や65歳未満の
同居祖父母が対象）

　　　　　　▽　同意書（ひとり親家庭で、前年度町民税非課税世帯の方のみ）
■運営主体　ＮＰＯ法人どりーむハウス（げんきッズあゆみ）
■問い合わせ先　▽　子育て支援課子育て支援係　（48）1111（内1130）
　　　　　　　　▽　学童保育所「げんきッズあゆみ」　（58）0830

令和3年度学童保育「長期休暇限定児童クラブ」入所者を募集
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3.すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢の全ての人の健康的な生活を確保し、
福祉を促進する

ＳＤＧｓ17の目標



　結婚60周年・50周年を迎える夫妻を祝う「ダイヤモンド婚者・金婚者お祝いの会」は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、お祝いの記念品の贈呈に変更します。
　希望される方は、7月1日号の広報と一緒に配布する申込用紙に必要事項を記入し、7月20日（火）ま
でに社会教育課へ直接持参するか、郵送またはFAXで申し込んでください。
■対象者　▽　ダイヤモンド婚者　昭和36年1月1日～12月31日に結婚された方
　　　　　▽　金婚者　　　　　　昭和46年1月1日～12月31日に結婚された方
　※　令和2年までに結婚60周年・50周年を迎え、これまでに申し込みをしていない夫妻も申し込みできます。
■内　容　お祝いの賞状・記念品の贈呈
　　　　　夫妻の記念撮影（写真撮影ができる引換券を郵送します）
■申し込み・問い合わせ先　〒470-2292　阿久比町大字卯坂字殿越50　
　　　　　　　　　　　　 社会教育課社会教育係　（48）1111（内1228・1229）　ＦＡＸ（48）6229

ダイヤモンド婚・金婚を迎える夫妻に記念品を贈ります

① 環境学習講座
～水の惑星地球を救え！ぐるぐるトルネード実験～

② 読書感想文の書き方教室

各講座・教室共通事項

　普段の生活で、水をどれくらい汚しているか知っ
ていますか。トイレに関する実験を通して、きれいな
水をいつまでも使い続けるために何ができるか考
え、行動につなげます。
■日　時　8月6日（金）
　　　　　午後1時30分～午後2時30分
■対　象　小学4～6年生
■定　員　25人　※　申し込み多数の場合は抽選
■持ち物　筆記用具
■講　師　あいちｅｃｏティーチャー

　読書感想文の書き方に悩んでいるお子さんはい
ませんか。コツを学んで、苦手意識を解消しましょ
う。
■日　時　8月1日（日）午前10時～正午、午後1時

30分～午後3時30分
■対　象　小学1～3年生（保護者同伴）
■定　員　午前・午後各15人
　　　　　※　申し込み多数の場合は抽選
■持ち物　感想文の題材とする本、筆記用具
■講　師　田中悦夫元教員、柴田和美元教員

■場　所　図書館1階学習室　
■参加費　無料
■申込期限　7月15日(木)
■申し込み方法　電話または図書館あんないカ
ウンターで申し込んでください。
■申し込み・問い合わせ先
　町立図書館　（48）6231
※　新型コロナウイルスの感染拡大状況によっ
ては、中止する場合もあります。

③ 親子紙工作教室
　親子で、一枚の紙から立体的で楽しい作品をたく
さん作りましょう。
■日　時　8月22日（日)午前10時30分～正午、

午後1時30分～午後3時
■対　象　3歳～小学生の子どもと保護者
■定　員　午前・午後各15組　
　　　　　※　申し込み多数の場合は抽選
■持ち物　はさみ、カッターナイフ、木工用ボンド、

新聞紙、鉛筆、30センチメートル物差し
■講　師　鈴木はじめ元教員、石本憲司元教員

図書館で夏の思い出づくり

図書館の子ども講座・教室の
参加者募集
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ＳＤＧｓ17の目標
4.質の高い教育をみんなに
全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会
を促進する



■対　象　事前にマイナンバーカードの申請をしていて、「交付通知書」が自宅に届いている方
■予約方法　交付通知書に同封されている案内を確認の上、電話または窓口で予約してください。
　【予約窓口】住民福祉課戸籍住民係（平日午前8時30分～午後5時15分）　（48）1111（内1115）
■注意事項　必ず本人がお越しください。（15歳未満の方は同一世帯の法定代理人と一緒にお越しください）

【マイナンバーカード受け取り】（予約制）

■対　象　令和3年4月までにマイナンバーカードを申請した方
■必要なもの
　▽　マイナンバーカード（写真付き）
　▽　マイナンバーカードの暗証番号（4桁）（利用者証明用電子証明書の暗証番号）
　▽　対象の決済サービスＩＤ、セキュリティコード（申し込みする本人が事前に確認してください）
　※　決済サービスによっては、決済サービスアプリや店頭での申し込みしかできないものがあります。
　※　マイナポイントの対象は、令和3年4月30日までにマイナンバーカードを申請した方に限ります。

【マイナポイント申し込み】（予約不要）

■問い合わせ先　
　▽　マイナンバーカード受け取り　住民福祉課戸籍住民係　（48）1111（内1115）
　▽　マイナポイント申し込み　検査財政課情報係　（48）1111（内1312）

■日　時　令和3年8月まで　毎月第2・第4水曜日の午後5時30分～午後8時
　　　　　　　　　　　　　毎月第2・第4日曜日の午前9時～正午
■場　所　役場1階　住民福祉課④窓口（庁舎北側の時間外受付出入口をご利用ください）

臨時窓口を開設
マイナポイント申し込み支援マイナポイント申し込み支援

マイナンバーカード受け取り（予約制）マイナンバーカード受け取り（予約制）マイナンバーカード受け取り（予約制）

　町では、子どもが好きな方や子育てが一段落した方などで、町立保育園の保育士、または保
育補助員として働きたい方を募集しています。
　資格を持っているけれど何年も保育の現場で働いていないなど不安があっても大丈夫です。
職員がサポートしますのでご安心ください。

■勤務日　月曜日～金曜日
■時　間
　【早朝保育】午前7時30分～午前9時
　【延長保育】午後3時30分～午後6時30分、
　　　　　　または午後3時30分～午後7時
■要　件
【資格】保育士：保育士資格、幼稚園・小学校・養護教諭

免許状のいずれか（免許更新を行って
いる方に限る）

　　　　保育補助員：資格は問いません
　【年齢】満18歳以上の方
■報酬額
　【保育士】時給1,227円～
　【保育補助員】時給1,013円～

■休　日　土、日、祝日（その他、有給休暇・夏季休暇など
の休暇制度あり）
■手　当　通勤手当（支給要件を満たした場合に支給）、
期末手当（一定の条件を満たす場合）
■応募方法　登録制です。次の書類に必要事項を記入
し、子育て支援課へ提出してください。
▽　阿久比町会計年度任用職員登録申請書〔申請書
は子育て支援課窓口にあります。ホームページ
（http://www.town.agui.lg.jp/ka/R3_
kaikeisaiyo.html ）からダウンロードす
ることもできます〕

　▽　資格証の写し
■応募・問い合わせ先
　子育て支援課幼児保育係　（48）1111（内1104）

子どもたちに囲まれて楽しく働こう

早朝保育・延長保育対応の保育士・保育補助員を募集早朝保育・延長保育対応の保育士・保育補助員を募集

受注No.21F00602／版管理番号244167-01／阿久比町役場様
広報あぐい7/1号 政策協働課（210×297mm）／21.6.22／15:55／東雲★★★■

5.ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダーの平等を達成し、全ての女性と女児の能
力開花を図る

ＳＤＧｓ17の目標6
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令和3年度国民年金保険料
免除・納付猶予申請の受け付けが始まります

■追納制度
　　免除・納付猶予後の保険料は、10年以内であれば後から納めることで、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけるこ
とができます。（ただし、3年度以上前の期間をさかのぼって納付する場合、加算金がつきます）
■問い合わせ先　▽　半田年金事務所　（21）2322
　　　　　　　　▽　住民福祉課医療年金係　（48）1111（内1116）

■国民年金保険料の納付に困ったら
　　所得が少ないなど、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請手続きをすることで
保険料の納付が免除または猶予されます。2年1カ月前までさかのぼって申請できます。
　　令和3年度（令和3年7月～令和4年6月分）の申請の受け付けは7月1日からです。　

免除の種類所得審査対象者 所得基準（申請年度の前年所得）

全 額 免 除

4分の3免除

半 額 免 除

4分の1免除

納 付 猶 予

本人・配偶者・世帯主

本人・配偶者

（扶養親族等の数+1）×35万円+32万円

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など

168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など

（扶養親族等の数+1）×35万円+32万円

■審査基準

定額保険料
（月額）

令和3年度

全 額 免 除

4 分 の 3 免 除

半 額 免 除

4 分 の 1 免 除

納 付 猶 予

平成28年度以降の申請から対象年齢が
30歳未満から50歳未満に拡大しまし
た。（令和12年6月まで）

※　納付猶予の期間は障害基礎年金や遺族年金の
受給資格要件には算入されますが、年金額には
反映されません。

0円 0円 0円 年金額に反映されない（※）

0円

4,150円

8,310円

1万2,460円

1万6,610円
令和2年度

0円

4,140円

8,270円

1万2,410円

1万6,540円
令和元年度

0円

4,100円

8,210円

1万2,310円

1万6,410円
将来受け取る
老齢基礎年金額

全額納めた場合の　8分の4

全額納めた場合の　8分の5

全額納めた場合の　8分の6

全額納めた場合の　8分の7

　町民の皆さんの健康増進と憩いの場の提供のために、「ふれあいの森早朝開放」を実施していま
す。早朝の爽やかな空気の中、ウォーキングなどを楽しみませんか。
■実施期間　9月30日（木）まで
■時　間　午前6時～午後7時（通常午前9時～午後7時）
※　体育室、パターゴルフ場の利用は午前9時からです。
※　デイキャンプ場は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間利用を中止しています。
■問い合わせ先　ふれあいの森　（48）8431

ふれあいの森早朝開放実施中！ふれあいの森早朝開放実施中！

受注No.21F00602／版管理番号244167-01／阿久比町役場様
広報あぐい7/1号 政策協働課（210×297mm）／21.6.18／16:00／東雲★★■
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ＳＤＧｓ17の目標
6.安全な水とトイレを世界中に
全ての人の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する
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　令和3年度後期高齢者医療保険料の確定通知を7月中旬に郵送します。
　年度途中で加入した方は加入からおおむね2カ月後に郵送します。
■保険料の計算方法
　　保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」を合
計し、個人単位で計算されます。

　※1　基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超えると異なります。
　　所得の低い方や、後期高齢者医療に加入する前日に職場の健康保険などの被扶養者だった方の保険料は、軽減して
計算されます。
■保険料の納め方
　　《特別徴収》　年金額（特別徴収対象の年金）が年間18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分

の1を超えない方は、年金から天引きされます。年度の途中で転入、75歳になった方などは、一定期間特別徴収とな
りません。

　　《普通徴収》　口座振替や納付書で個別に納付していただきます。
　　保険料の納付月（☆が納める月）

　均等割額の軽減について

■保険料の支払方法の選択
　　年金から天引きの「特別徴収」に替えて、口座振替による「普通徴収」を選択することができます。希望する方は、支
払方法変更の申請と口座振替の手続きが必要です。社会保険料控除の適用になる方は、振替口座の名義人です。
■口座振替の手続き
　　預金通帳、通帳印、保険証を持参し、金融機関または住民福祉課医療年金係の窓口で手続きをしてください。

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度

保険料額（年額）
（賦課限度額64万円）

均等割額
4万8,765円

所得割額
（所得金額－基礎控除額43万円※1）×9.64％= +

区　　分
特別徴収
普通徴収

4月
☆

5月 6月
☆

7月

☆

8月
☆
☆

9月

☆

10月
☆
☆

11月

☆

12月
☆
☆

1月

☆

2月
☆
☆

3月

保険料について

　愛知県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療の保険料と保険証に関する電話窓口を開設します。保険料
の算定方法や保険証の負担割合などについては、電話窓口へ問い合わせください。
電話窓口　0570（011）558（通信料がかかります）
期間：7月12日（月）～8月31日（火）　※　土、日、祝日も開設します。
時間：午前8時45分～午後5時15分
※　納付方法など納付に関する相談は、住民福祉課医療年金係まで問い合わせください。
■注　意　電話窓口は、受信専用です。還付金の案内や口座を指定して振り込みをさせることや、金融機関のＡＴＭの操
作を指示することは一切ありません。不審な電話がありましたら、住民福祉課医療年金係まで問い合わせください。

■問い合わせ先　住民福祉課医療年金係　（48）1111（内1120）

43万円＋10万円×（給与所得者等の人数－1）以下の世帯
43万円+（28.5万円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の人数－1）以下の世帯
43万円＋（52万円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の人数－1）以下の世帯

軽減割合
7割軽減
５割軽減
２割軽減

世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計

後期高齢者医療の保険料・保険証については電話窓口へ

　・　均等割額の軽減特例は、段階的見直しにより、令和2年度限りで廃止されました。
　・　当該世帯の世帯主・その世帯に属する全ての被保険者の中に給与所得者等が2人以上いる場合は、給与所得者等
の人数の合計から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。

　・　給与所得者等とは、給与所得を有する方（給与収入55万円を超える方）または、公的年金等に係る所得を有する方
（65歳未満→当該公的年金等の収入金額が60万円を超える方、65歳以上→当該公的年金等の収入金額が125万
円を超える方）をいいます。

令和3年度保険料改正内容

受注No.21F00602／版管理番号244167-01／阿久比町役場様
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7.エネルギーをみんなに　そしてクリーンに
全ての人の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保するＳＤＧｓ17の目標



福祉医療制度紹介福祉医療制度紹介福祉医療制度紹介
　福祉医療制度は子ども、障がい者、母（父）子家庭、高齢者などの皆さんが安心して必要な医療が受けられるよう、医療
費の自己負担額を軽減するための助成制度です。

※　8月1日から受給者証が替わります。
　「後期高齢者福祉医療」（一部）の受給者は、現在使用している受給者証が更新になります。該当者には、あらかじめ
申請書を郵送しますので、期間内に提出してください。
　また、「母子・父子家庭医療」の受給者については、11月1日から受給者証が替わります。
■問い合わせ先　住民福祉課医療年金係　(48)1111（内1120）

　上記各医療受給者証を使用できるのは、「県内」の医療機関などに限られます。
　県外で診療した場合は、一旦窓口で自己負担額をお支払いください。後日、領収証などを付けて、町へ請求してく
ださい。請求に基づき振り込みでお返しします。

・　中学校卒業（15歳に達する年度末）までの子どもの保護者
⇒「子ども医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負
担分はありません。

・　身体障害者手帳所持者のうち　
　　 ①　1級～3級の方
　　 ②　腎臓機能障害の4級の方
　　 ③　進行性筋萎縮症の4級～6級の方
・　療育手帳所持者のうちＩＱ50以下の方
・　自閉症と診断された方
⇒「障害者医療費受給者証」が発行され、医療機関などでの自己負
担分はありません。

・　精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者
⇒「精神障害者医療費受給者証（全疾病）」が発行され、医療機関
などでの自己負担分はありません。

・　自立支援医療受給者証（精神通院）所有者 
⇒「精神障害者医療費受給者証（精神通院医療のみ使用可）」が発
行され、証に記載された医療機関などについては、精神通院に
係る自己負担分はありません。

・　18歳の年度末までの児童を扶養している配偶者のいない母（父）
とその児童

・　父母のいない18歳の年度末までの児童
⇒「母子・父子家庭医療費受給者証」が発行され、医療機関などで
の自己負担分はありません。

・　後期高齢者医療制度の被保険者のうち
　　 ①　母子・父子家庭医療該当者
　　 ②　戦傷病者手帳所持者
　　 ③　ひとり暮らし高齢者、ねたきり高齢者、認知症高齢者

※　介護認定を受け、要介護度4または5と認定された方で、生活介護を受
けている期間が3カ月以上継続している方

　　 ④　障害者医療該当者
　　 ⑤　感染症予防法による入院者、精神保健福祉法による措置入院者
　　 ⑥　精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者

⇒「後期高齢者福祉医療費受給者証」が発行され、医療機関な
どでの自己負担分はありません。

・　自立支援医療受給者証（精神通院）所有者 
⇒「後期高齢者福祉医療費受給者証（精神通院医療のみ使用可）」
が発行され、証に記載された医療機関などについては、精神通
院に係る自己負担分はありません。

対象者と制度内容 所得制限福祉医療制度名

子ども医療 なし

なし

なし

なし

児童扶養手当本人
一部支給制限額準用

障害者医療

精神障害者医療

母子・父子家庭医療

後期高齢者
福祉医療

①母子・父子家庭医療
　に準ずる
②障害児福祉手当準用
③市町村民税非課税
世帯
④⑤⑥なし

受注No.21F00602／版管理番号244167-01／阿久比町役場様
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8.働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長、全ての人の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進するＳＤＧｓ17の目標



　新型コロナウイルスによる生活様式の変化により、外出機会が減り、体力が落ちてしまったという方が多いのではない
でしょうか。自宅でできる簡単な体操を月1回紹介します。皆さんの健康維持や介護予防に役立ててください。
■協　力　阿久比リハビリネットワーク　介護老人保健施設　メディコ阿久比　
　　　　　認定理学療法士（介護予防）榊原和真
■問い合わせ先　阿久比町地域包括支援センター　（48）1111（内1127・1128）

　暑くなると、外出する機会が減るため、体を動かす機会も減ってしまいます。
　体を動かさないと、体が硬くなったり、筋力が低下したりして、転びやすくなります。
　熱中症に注意しながら、こまめな水分補給を心掛け、涼しい場所や時間に運動を続けましょう。 

新連載第4回
あなたの健康をサポート！

町内在勤の理学療法士が介護予防や健康維持に役立つ体操をお届け

転ばないようにしよう！

　猫背などで姿勢が悪いと、体のバランスが悪くなり、転ぶ原因となります。一度転ぶと不安感が強くなり、より転びやす
くなるとも言われています。次の体操を実践して「体の柔らかさ」と「筋力」を鍛えましょう。

「体の柔らかさ」と「筋力」が重要

　股関節、足関節を柔らかくします。
　背中を伸ばし、交互に足を前に出します。足幅はできる範囲で、少しずつ大きく広げましょう。

ステップ運動

　「立って体操するのは難しい」という方は、椅子に座って膝を真っすぐ伸ばし、つま先を上げます。
つま先上げ体操

体を柔らかくする体操

　ゆっくり大きな動きで行いましょう。股関節前方と、アキレス腱が伸びるよう意識しましょう。

アキレス腱がしっかり伸びる
ように意識しましょう！

ステップ運動

つま先上げ体操

受注No.21F00602／版管理番号244167-01／阿久比町役場様
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9.産業と技術革新の基盤をつくろう
強靭なインフラの整備、包摂的かつ持続可能な産業化の促進・イノベーションの推進を図るＳＤＧｓ17の目標



　タオルや新聞紙を床に敷き、足の指で手前に手繰り寄せます。
　普段あまり使わない足裏の筋肉を鍛えましょう。

　背中を伸ばして、交互にもも上げ運動をします。
　上げたときにお尻が後ろに引けないように注意しましょう。

　「立って体操するのは難しい」という方は、椅子につかまったり、座ったりして体操しましょう。
　回数は徐々に増やしていきましょう。

踏ん張る力をつける体操

もも上げ体操

筋力をつける運動

難しいときは

　加齢とともに骨粗しょう症の危険性が高くなり、転んだときに骨折しやす
くなります。
　介護が必要となる原因の第4位は「転倒・骨折」（令和2年版高齢社会白書
より）で、骨折による手術や入院をきっかけに介護が必要になることが多い
です。
　介護を受けずに元気に過ごすため、転ばないようにしましょう！

加齢とともに骨折しやすくなります

体操をしたら右の
表に○を付けましょ
う。毎日続けること
が大切です！

日にち
◯→

1

1716

2

18

3

19

4

20

5

21

6

22

7

23

8

24

9

25

10

26

11

27

12

28

13

29

14

30 31

15

踏ん張る力をつける体操

もも上げ体操

10.人や国の不平等をなくそう
各国内・各国間の不平等を是正するＳＤＧｓ17の目標 11

受注No.21F00602／版管理番号244167-01／阿久比町役場様
広報あぐい7/1号政策協働課（210×297mm）／21.06.18／13:58／澤田★★■

広報あぐい　2021.7.1



■開講日　8月23日（月）、25日
（水）、27日（金）、30日（月）、9月
1日（水）、3日（金）、6日（月）、8
日（水）、10日（金）

■時　間　午後4時～午後6時
■会　場　中央公民館本館
■対　象　MicrosoftOffice2013
以降がインストールされたノー
トパソコンを持参できる方
※　Office Mobileは対象外で
す。

■定　員　10人
■受講料など　3,400円程度
■内　容　ワードの基本操作から
文字入力、表・イラストの挿入な
ど、ワードのさまざまな機能を学
びます。

■講　師　近藤恵子さん（プロバ
イダ訪問設定の仕事に従事）

■開講日　9月5日（日）、16日
（木）、30日（木）、10月14日（木）
■時　間　午前10時～正午ほか
■会　場　中央公民館本館ほか
■対　象　一般
■定　員　10人
■受講料など　無料（吟行時の入
場料・昼食代などは実費負担）

■内　容　狂俳の基礎を学びませ
んか。バスに乗って吟行にも出
掛けます。

■講　師　狂俳英比会の皆さん

■開講日　9月1日、15日、29日、
10月13日、27日の各水曜日

■時　間　午後1時～午後3時
■会　場　中央公民館本館
■対　象　一般
■定　員　10人
■受講料など　1,500円程度
■内　容　薄くて細い紙バンドを
使って、初心者でも楽しんで作る
ことができるバングルやマスク
チャームを作ります。

■講　師　菅原恵理子さん（ハワ
イで伝統工芸ラウハラ編みワー
クショップを経験）

■開講日　9月2日、9日、30日、10
月14日、28日の各木曜日

■時　間　午前9時～正午
■会　場　中央公民館本館
■対　象　一般
■定　員　10人
■受講料など　2,200円程度
■内　容　花に癒されながら、唯
一無二のオリジナル作品を作り
ます。

■講　師　木下有美子さん（ハー
バリウムデザイナー・草月流三
級師範）

■開講日　9月3日（金）、29日

令和3年度 第2期

生きがい教室・講座開講生きがい教室・講座開講

①パソコン教室「ワードの基礎」 （水）、10月11日（月）、11月1日
（月）、10日（水）、16日（火）、30
日（火）、12月3日（金）、12月14
日（火）、21日（火）、27日（月）

■時　間　午後3時～午後4時30分
■会　場　アグピアホール（中央
公民館多目的ホール）

■対　象　小学1年生～一般
■定　員　10人
■受講料など　200円程度
■内　容　ダンス初心者から経験
者まで、コロナ禍のストレスを発
散し、楽しんで踊れるようになり
ます。

■講　師　中山祐菜さん（TRF、東
方神起、EXILE、SMAPのバック
ダンサーを経験）

■開講日　9月8日、15日、10月13
日、27日、11月10日、11月17
日、12月8日の各水曜日

■時　間　午後1時～午後3時
■会　場　中央公民館本館
■対　象　一般
■定　員　10人
■受講料など　2,700円程度
■内　容　さまざまなビーズの基
本手法を身に付けながらビーズ
アクセサリー作りを楽しみます。

■講　師　土井晴美さん（手芸
サークルモンステラ主催）

⑥ビーズアラカルト

③クラフトバンド（紙バンド）を
　使った小物作り講座

⑤子どもから大人までみんなで
　Let’s Dance

　「いつでも、どこでも、だれでも」を目標に
町民の皆さんの生涯学習を支援する教室・
講座を開講します。年4回皆さんにお知らせ
します。今回はその第2回目です。

④ハーバリウム講座

②狂俳教室

12
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11.住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市・人間居住
を実現する

ＳＤＧｓ17の目標



【阿久比水墨画同好会作品展】

展示
期間

7月5日（月）～7月15日（木）　※　役場開庁時間のみご覧いただけます。
庁舎1階ロビーに展示します。広報掲載作品と実際の展示作品が異なる場合があります。

阿久比町のオアシス

文化の泉
■応募方法　掲載を希望する作品などを中央公民館
　　　　　　本館窓口まで持参してください。
　　　　　　（選考は社会教育課で行います）
■問い合わせ先　社会教育課公民館係　
　　　　　　　　（４８）１１１１（内１５０１）

　町内で活躍する皆さんの力作
を募集しています。

佐伯道夫さん「姉弟」 北川ミチさん「タージ・マハル」 北川勇さん「五箇山・民家」

⑦切り絵の楽しみ方 ■申し込み資格　町内在住・在勤・在学している方
■申込期限　7月16日（金）
■申し込み方法　電話または中央公民館本館窓口で直接申し込みをして
ください。（土、日を含む午前9時～午後5時）
　　ＦＡＸ、電子メール、町ホームページ（「トピックス」→「生きがい教
室」）からも申し込みできます。電子メールの場合は、件名に「生きがい教
室」と入れてください。
　　申込者が定員を超えた場合は、初めての方を優先し、抽選で受講者を
決定します。申込者が定員の半数未満の場合や講師の都合により、開講
日や時間などを変更することもあります。
■申し込み・問い合わせ先
　社会教育課公民館係　（48）1111（内1500）　FAX（48）6229
　電子メール　kominkan@town.agui.lg.jp
※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日程変更または中止となる
場合があります。

■開講日　9月8日、15日、10
月20日、27日、11月10日、17
日、12月8日、令和4年1月12
日、26日、2月9日の各水曜日

■時　間　午前10時～午前11時
30分

■会　場　中央公民館本館
■対　象　一般
■定　員　20人
■受講料など　700円程度
■内　容　世界的に有名な切り絵
を紹介しながら、その魅力や道
具の準備、使い方、切り方の基本
などを学びます。

■講　師　桜井敏彦さん（全国切
り絵作家協会理事）

13

広報あぐい　2021.7.1

受注No.21F00602／版管理番号244167-01／阿久比町役場様
広報あぐい7/1号 政策協働課（210×297mm）／21.6.18／16:05／東雲★★■

ＳＤＧｓ17の目標
12.つくる責任　つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する



町民の皆さんの話題やニュースを紹介

新多目的広場でゲートボール大会開催
　町学校給食センターの南にある多目的広場が新たに整備され、「第37回スポーツ協会会長杯ゲートボール大会」
が開催されました。整備された真新しい広場で、参加者の皆さんは和やかにゲートボールを楽しみました。

4/25
（日）

▲　参加者の皆さん

あっという間の10年間
　阿久比町社会教育委員、阿久比町スポーツ協会の
役員を長く務め、社会教育の振興発展に大きく貢献し
たとして武田宏さん（矢高）が令和3年度愛知県社会
教育委員連絡協議会表彰を受け、町長を表敬訪問し
ました。武田さんは受賞について「社会教育について
勉強しながら無我夢中で活動した10年間でした。これ
からはコロナ禍でのスポーツ振興に取り組み、後任を
育てることに力を入れたい」と話し、笑顔を見せまし
た。

6/15
（火）

▲　賞状を手に持つ武田さん（中央）

̶ 今月号の表紙 ̶
　花かつみ園で、鮮やかな濃紫色の花かつみが見頃を迎えました。令和3年
度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、催事やボランティアによるガ
イドは行われませんでしたが、訪れた方はベンチに座ったり散策をしたりしな
がら美しく咲く花かつみを楽しんでいました。表紙に写っているのは、「花かつ
み保存会」の皆さん。大切に守り育ててきた花かつみが咲き渡る様子に満足
げな表情を浮かべていました。

あなたは写っていませんか。もし写っていれば、写真をおわけしますのでご連絡ください。 　政策協働課調査広報係　（48）1111（内線1310）14
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全国へ発信
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　阿久比町幼保小中一貫教育プロジェクトは、町内全ての大人が関わり、町全体が学び舎となって、子どもを育
てることを目指しています。このプロジェクトに取り組んで、17年目となりました。「進化・深化・新化」のテーマの
下、小中接続部・幼保小接続部・啓発連携部・特別支援教育部の4つの部で活動を推進しています。
　5月に事務局部会を開き、令和3年度の幼保小中一貫教育プロジェクトの活動方針を「ＩＣＴを活用し、未来
を担う子どもたちの教育を進めよう」に決定しました。令和2年度は新型コロナウイルスの影響で活動できない
ことが多くありましたが、令和3年度は各部が今までの活動の中で、ＩＣＴを活用することでもっと効果的に実践で
きる活動に取り組む予定です。今後も、各活動部の連絡・調整を図りながら、町内の園・学校全職員でプロジェク
トの推進をしていきたいと思います。以下は、事務局の活動内容です。
■年間活動計画の作成・組織づくり
　　各部の取りまとめ、年間活動計画の作成と組織づくりを行い、一貫教育を推進します。
■各小学校の土曜学習、中学校のサマースクール（令和3年度は行いません）・部活動体験の保険業務依頼
■新転任者研修の実施
　阿久比町の園や小中学校に新転任した保育士と教員を対象に、町が進める一貫教育プロジェクトについて
の研修会を開催します。
■プロジェクトだよりの発行
　一貫教育プロジェクトを進めるには、プロジェクトへの理解はもちろん、保育士と教員の相互理解が必要に
なるため、幼稚園、保育園、小中学校にプロジェクトだよりを配付します。
■教育委員会との連携
　あぐい教育の日・あぐい教育週間
　11月2日「あぐい教育の日」（町民憲章制定の日）の前を「あぐい教育週間」とし、令和3年度も10月26日か
ら10月29日まで各園・学校で公開保育・公開授業を行います。
■事務局会議
  　活動計画と活動内容を決定し、各部に伝えます。
■予算管理
　主な支出
　　各校・各園の活動費、土曜学習・部活動体験などの保険、学びウイーク用紙、「きらきら」ファイル　など
■問い合わせ先　学校教育課学校教育係　（48）1111（内1230・1231）

令和3年度の活動について令和3年度の活動について事務局より

15
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気候変動とその影響を軽減するための緊急対策を講じるＳＤＧｓ17の目標



考えよう！ごみの減量化
生ごみと紙・布類を減らしてごみ減量化

残った旧燃えるごみ収集袋(黄色の袋)は交換できます

連載

　東部知多クリーンセンター（愛称：エコリ）では、収集した燃えるごみを処理する前に抽出して、国の検査方法に
従ってどんなごみが含まれているか月に2回検査しています。
　次の表とグラフは令和2年度の検査結果です。左が種類ごとの24回の抽出量の合計、右は抽出したごみのう
ち、各種類の占める割合を表しています。

■生ごみ 生ごみが全体で最も多く、39％を占めています。生ごみを減らすには、コンポス
ト容器・ＥＭ容器・生ごみ処理機などの生ごみたい肥化装置の利用が効果的で
す。購入費用の半額補助もありますので（条件があります）、有効に活用して生
ごみを減らしましょう。

　燃えるごみとして収集したもののうち、39％が生ごみ、34％が紙・布類で、全体の4分の3を占めています。

■紙・布類 新聞紙・チラシ・牛乳の紙パックなどの紙類、ハンカチ・タオル、Ｔシャツなどの布類が燃える
ごみとして捨てられていました。
リサイクルできるものはしっかりと分別し、ごみの減量にご協力をお願いします。

　使用せずに残った旧ごみ袋は、外袋を開封していないものに限り、次のとおり交換します。
■交換内容　旧ごみ袋 1パック（10枚入り）　➡　新ごみ袋 同サイズ2枚
■交換場所　役場庁舎2階建設環境課窓口
※　交換は令和4年3月31日までです。

地区名
椋岡
卯之山

メイツ巽ケ丘
宮津

収集場所
防災倉庫東
児童館
収集所
公民館

7月10日（土）
午前8時～午前11時30分
※　収集時間を守ってください。
※　該当地区以外の方でも左の収集
　場所に出せます。
■問い合わせ先　建設環境課環境係
　（48）1111（内1211・1212）

7月の
粗大ごみ収集

生ごみたい肥化装置補助について▶

▲ごみの種類ごとの抽出量合計 ▲抽出したごみ全体に占める各種ごみの割合

生ごみ

紙・布類

ビニール・革・樹脂他

木･竹･わら類

石･土･金属類･その他の不燃物

その他

種　類

総抽出量

65,916

57,722

26,183

12,455

6,787

1,541

170,604

抽出量
（グラム）

その他
1％

木・竹・わら類
7％

生ごみ
39％

紙・布類
34%

ビニール・
革・樹脂他
15%

石・土・金属類
その他の不燃物

4％

第13回

阿久比町のごみの検査 Part1
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住民基本台帳の閲覧状況の公表
　住民基本台帳の閲覧制度は、住民基本台帳法により毎年1回以上閲覧状況を公表することを義務
付けています。これに基づき、令和2年4月１日から令和3年3月31日までの閲覧状況を公表します。

■問い合わせ先　住民福祉課戸籍住民係　（48）1111（内1115）
■個人または法人の申出による閲覧

草木行政協力員　知崎　弥市
宮津行政協力員　新美　政博
卯之山行政協力員　遠藤　吉郎
坂部行政協力員　井本　直樹
高岡行政協力員　青木　宗昭
高岡行政協力員　青木　宗昭

板山行政協力員　河合　通夫

矢口行政協力員　新海　伸誓
阿久比行政協力員　戸松　英志
株式会社日本リサーチセンター
代表取締役社長　鈴木　稲博
板山行政協力員　河合　通夫
萩行政協力員　杉浦　清隆
大古根行政協力員　青木　幸一
椋岡行政協力員　土井　雅幸
宮津行政協力員　新美　政博
大古根行政協力員　青木　幸一
植行政協力員　岡本　晃仁
阿久比町消防団　団長
榎本　龍一
一般社団法人　中央調査社
会長　境　克彦

阿久比町消防団　団長
榎本　龍一

植行政協力員　岡本　晃仁

阿久比町消防団　団長
榎本　龍一

阿久比町消防団　団長
榎本　龍一

草木行政協力員　知崎　弥市

厄歳行事
厄歳行事
厄歳行事
厄歳行事
厄歳行事
厄歳行事

新成人行事振興

厄歳行事
厄歳行事

「家計と貯蓄に関する調査」

厄歳行事
厄歳行事
厄歳行事
厄歳行事
厄歳行事
厄歳行事
厄歳行事

消防団新入団員勧誘

「2021年3月東京オリンピック・
パラリンピックに関する調査」

消防団新入団員勧誘

長寿会行事

消防団新入団員勧誘

消防団新入団員勧誘

高齢者社会活動促進

令和2年5月7日
令和2年6月11日
令和2年7月29日
令和2年8月24日
令和2年9月25日
令和2年10月6日

令和2年10月12日

令和2年10月19日
令和2年10月19日

令和2年10月28日

令和2年11月2日
令和2年11月16日
令和2年11月19日
令和2年11月19日
令和2年11月26日
令和2年12月1日
令和2年12月2日

令和2年12月28日

令和3年1月13日

令和3年2月8日

令和3年2月10日

令和3年2月15日

令和3年2月16日

令和3年2月18日

草木地区　厄年該当者　男性　63件
宮津地区　厄年該当者　男性　17件
卯之山地区　厄年該当者　男女　54件
坂部地区　厄年該当者　男女　65件
高岡地区　厄年該当者　男女　16件
高岡地区　厄年該当者　男女　20件
板山地区　平成12年4月2日～平成13年4
月1日生　男女15件
矢口地区　厄年該当者　男女　46件
阿久比地区　厄年該当者　男女　54件
陽なたの丘一丁目～五丁目　平成12年11
月1日までに生まれた男女　28件
板山地区　厄年該当者　男女　66件
萩地区　厄年該当者　男女　15件
大古根地区　厄年該当者　109件
椋岡地区　厄年該当者　男女　32件　
宮津地区　厄年該当者　男女　41件
大古根地区　厄年該当者　男女　5件
植地区　厄年該当者　男女　134件
草木地区　平成8年4月2日～平成9年4月1
日生　男　23件
白沢地区　平成13年12月末日までに生ま
れた男女　12件
横松、萩、宮津、宮津団地、宮津山田、陽なたの
丘地区　昭和57年4月2日～平成15年4月1
日生　男　240件
植地区　昭和36年4月2日～昭和37年4月1
日生　男女　29件
横松、萩、宮津、宮津団地、宮津山田、陽なたの
丘地区　昭和57年4月2日～平成15年4月1
日生　男　321件
横松、萩、宮津、宮津団地、宮津山田、陽なたの
丘地区　昭和57年4月2日～平成15年4月1
日生　男　322件
草木地区　昭和31年4月1日～昭和32年3
月31日生　男女　42件

委託を受けて閲覧申出を行った場合
に係る委託者の名称

閲覧申出者
閲覧に係る住民の範囲・件数閲覧の年月日利用目的の概要

　令和3年度の小学校プール一般開放は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止します。
　ご理解いただきますようお願いします。
■問い合わせ先　社会教育課体育係　（48）1111（内1228・1229）

令和3年度小学校プール一般開放を中止
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14.海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用するＳＤＧｓ17の目標
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　6月に開かれた阿久比町議会定
例会で、次の方を監査委員に選任
する同意議決がありました。
瀧塚政明さん（植大）

　夏休みの思い出に、下水道の浄
化について楽しく勉強しませんか。
　普段の見学では見ることができ
ない場所も案内します。参加費は
無料です。
■日　時　7月29日（木）
　①　午前10時～正午
　②　午後1時30分～午後3時30
分

■場　所　衣浦西部浄化センター
（半田市川崎町）※　駐車場あり
■対　象　小学生とその保護者（１
グループに保護者一人でも可）
■定　員　各回30人程度（先着順）

■内　容　使った水が下水処理場
できれいになる話、顕微鏡観察、
簡易実験、施設見学など
■申込開始日　7月5日（月）～
■そのほか　警報発令時は、各小
学校の登校条件により開催を中
止します。
■申し込み・問い合わせ先
　電話で申し込みください。
　受付時間：平日の午前9時30分
～午後4時30分
　衣浦西部浄化センター
　（24）6061

　人生の最期まで後悔しないで笑
顔で暮らすための自分らしい生き
方、老い方と生活を守るための制
度や法律を学びます。
※　新型コロナウイルス感染拡大
状況によっては、中止、延期する
場合があります。
■日　時　8月6日～9月17日の毎

週金曜日（全7回）
　午後1時～午後4時30分　
　※　8月27日のみ午前9時30分
～午後4時30分

■場　所　オアシスセンター3階
集会室
■定　員　30人（先着順）
■受講料　入学金2，000円、講座
1回につき1,000円
■内　容　
　1回目：入学式
　2回目：もしもの時の身の守り方
　3回目：財産の守り方・残し方
　4回目：大人の遠足
　5回目：上手な人生の終わり方
　6回目：病気になった時の豆知識
　7回目：卒業式
　※　変更になる場合もあります。
■講　師　弁護士、包括支援セン
ターなど
■申込受付開始日　7月5日（月）
■申し込み・問い合わせ先
　知多地域成年後見センター
　0562（39）2663

夏休み親子下水道
教室を開催

知多半島ろうスクール
2021in阿久比

監査委員が
選任されました

15.陸の豊かさも守ろう
陸上生態系の保護、回復、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、
ならびに土地劣化の阻止・回復、生物多様性の損失を阻止する

ＳＤＧｓ17の目標

　がんは知らないうちに発生し、自覚症状が出たときには、かなり進行している可能性があります。初期のうち
に見つければ、治る確率は飛躍的に上がります。早期発見のためには、定期的な検診がおすすめです。
■検診の種類・対象・料金

■胃がん・大腸がん・前立腺がん検診 ■レディスがん検診

■乳がん・子宮頸がん・大腸がん・骨密度検診

　※　レディスがん検診は、40歳以上の女性で、胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん検診のうち、3種類以上を希
望する方が対象です。

　※　子宮頸がん検診は、月経中・妊娠中の方は受診できません。
　※　授乳中の方、断乳後1年未満の方は、乳がん検診は医療機関で受診してください。
■申し込み・問い合わせ先　保健センター（オアシスセンター内）　（48）1111（内1520・1521）

胃がん（バリウム検査）
大腸がん
前立腺がん
乳がん
子宮頸がん
骨密度

超音波
マンモグラフィ

40歳以上、男女
50歳以上、男性
20歳～39歳、女性
40歳以上、女性
20歳以上、女性
20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳を迎える女性

1,000円
500円
600円
1,200円
700円
1,000円

種　類 対　象（令和3年度に迎える年齢） 料　金

7月21日（水）
9月7日（火）
9月24日（金）

午前9時～午前11時 男性のみ

日にち 時　間 備　考
7月12日（月）
9月9日（木）
9月29日（水）

午前9時～午前11時 〇

日にち 時　間 骨密度検診

7月18日（日）
8月23日（月）
9月10日（金）

午前9時～午前11時
午後2時～午後3時30分

午後1時～午後2時30分

午後6時～午後7時
〇

日にち 時　間 骨密度検診

【7月～9月に予約可能ながん検診】

がん検診　予約受け付け中！



　…暑いですね。
今年も平年並み

か平年以上の暑さになるようで、夏
バテに十分注意が必要になりそう
です。夏バテ防止には食事で体力を
つけることが重要ですが、夏は食欲
がなくなりやすいですよね。さあ、食
事を作ろうとしたものの、エアコン
が効く前のキッチンで生暖かい（若
干生ごみが香る）空気の中、火を
使って料理する気が起きない…（か
といってエアコ
ンが効くまでソ
ファに座ればも
う立ち上がれな
い）。気力を振り
絞って食事を作
る毎日です。

編集後記

■訓練期間　10月5日（火）～令和
4年3月25日（金）
■対　象　公共職業安定所（ハロー
ワーク）で求職登録をしており、
訓練受講が必要と認められ、自
動車運転免許（普通自動車以上）
を取得している方
■定　員　30人
■受講料　無料（ただし教科書、作
業服代などは自己負担）
■選　考　筆記試験、面接〔9月9日
（木）〕
■応募期限　8月31日（火）
■応募方法　入所願書（ハローワー
クで配布）に必要事項を記入し、
居住地を管轄するハローワーク
に提出してください。
■その他　説明会をポリテクセン
ター名古屋港で7月21日（水）、8
月4日（水）、18日（水）の午前9
時30分から実施します。（予約不
要）
■問い合わせ先
　ポリテクセンター名古屋港
　名古屋市港区潮凪町3番地
　052（381）2775
　https://www3.jeed.
　go.jp/nagoyakouwa
　n/poly/ 

■講習日　10月5日（火）～11月10
日（水）の指定する6日間

　※　日程は県危険物安全協会連
合会のホームページをご覧く
ださい。

■場　所
　▽　ウィルあいち（名古屋市）
　▽　名古屋文理大学文化フォー
ラム（稲沢市民会館）

　▽　幸田町民会館
　▽　愛三（大府市勤労）文化会館
　▽　豊田市民文化会館
■対　象　免状交付者で、現在、危
険物製造所などで取り扱い作業
に従事している方（保安監督者
も含む）
■講習種別
　▽　給油取扱所
　▽　特定事業所
　▽　一般
■受講料　4,700円
■申込期限　8月20日（金）
■申し込み方法　
　【郵送の場合】 
　　消防本部または消防署で配布
する申請書に必要事項を記入
し、郵送してください。 
　【インターネットの場合】 
　　県危険物安全協会連合会の
ホームページにアクセスし、必要
事項を入力してください。
　ホームページ　
　http://www.aikiren.jp
■申し込み・問い合わせ先
　（一社）愛知県危険物安全協会連
合会
　052（961）6623

■日時・参加機関
　▽　7月24日（土）
　　午前10時～正午
　　（午前9時30分から受け付け）
　　・　防衛省自衛隊愛知地方協

力本部半田地域事務所
　　・　知多中部広域事務組合消

防本部
　▽　7月25日（日）
　　午前10時～正午
　　（午前9時30分から受け付け）
　　・　防衛省自衛隊愛知地方協

力本部半田地域事務所

　　・　愛知県警察半田警察署
　　・　第四管区海上保安本部衣

浦海上保安署
　　・　名古屋拘置所半田拘置支

所
■場　所　自衛隊愛知地方協力本
部半田地域事務所（半田地方合
同庁舎）
　愛知県半田市宮路町200-4
　※　駐車場有り
■定　員　各日20人（先着順）
■内　容　参加機関の担当者によ
る採用制度説明（保護者などの
同伴可能）
■応募方法
　　下のコードを読み取り、メール
フォームへ必要事項を入力し、送
信してください。応募後、参加決
定者へ連絡します。

■問い合わせ先
　自衛隊愛知地方協力本部　半田
地域事務所　（21）0004

関　均様
　町に現金10万円をご寄付いた
だきました。

新日本婦人の会　阿久比支部　様
　町内小中学校向けに、生理用品
（ナプキン）を2,108回分ご寄付い
ただきました。

ポリテクセンター名古屋港
「クレーン運転科」受講生を募集

令和3年度第2回危険
物取扱者保安講習会

公務員合同説明会
を開催

ご寄付ありがとうございます

今月の納税など
固定資産税・都市計画税

2期分
国民健康保険税

1期分
介護保険料
1期分

後期高齢者医療保険料
1期分

納期限は8月2日（月）です。
※　口座振替の方は、口座の残
　高確認をお願いします。

広報あぐい　2021.7.1
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16.平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人に司法へのアクセスを提供し、
あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

ＳＤＧｓ17の目標



1268
市外局番
0569

広
報
　あ
ぐ
い

　目の不自由な方が広報あぐいを利用できるよう声の
広報ボランティア「あいうえお」がCDに音訳録音してい
ます。録音したCDを利用希望者へ無料で送付していま
す。利用希望者は、下記までご連絡ください。
■問い合わせ先　町社会福祉協議会・ボランティアセンター（４８）１１１１（内１５２３）

■発行／阿久比町（〒470-2292　愛知県知多郡阿久比町
　大字卯坂字殿越50　0569（48）1111）
　編集／総務部政策協働課
■阿久比町ホームページ  ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｏｗｎ．ａｇｕｉ．ｌｇ．ｊｐ/
資源を大切に！この用紙は再生紙を使用しています。

新型コロナウイルス感染拡大防止のために

「あ」「ぐ」「い」「ちょ」「う」で表す啓発標語
みんなで習慣にしよう！みんなで習慣にしよう！

「あ」　　朝　体温はかって　今日もスタート
「ぐ」　　ぐっすり眠って　免疫力アップ！
「い」　　いつでも換気　いい空気
「ちょ」　丁度いい　その距離保って　マスクして
「う」　　うがいした？　手洗いの後は忘れずに！

人 口 と 世 帯
世帯数　10，882　（－ 1 ）
人　口　28，597人（－ 7 ）
　男　　14，183人（＋ 2 ）
　女　　14，414人（－ 9 ）
（　　）は前月との増減数

5月中の異動
　出生　15　　転入　80
　死亡　21　　転出　81

令和3年6月１日現在

　7月1日から、住民サービスの向上・マイナンバーカードの普及促進のため、役場
窓口で申請に必要な証明写真を撮影し（無料）、マイナンバーカードの申請を受け
付けます。申請方法が分からない方や一人で申請することに不安のある方は気軽
にご利用ください。

■日　時　平日の午前8時30分～午後5時　※　時間に余裕を持ってお越しください。
■場　所　住民福祉課③窓口
■対　象　阿久比町に住民票のある方
※　申請時に本人確認などを行いますので、必ず本人が来庁してください。なお、15歳未満の方や、成年被後見人の
方は、法定代理人も同行していただく必要があります。

■持ち物　※　申請に必要な顔写真は、窓口で撮影します。（無料）
　▽　通知カード（紙製のカード）　※　紛失した場合は窓口でお申し出ください。
　▽　住民基本台帳カード（持っている方のみ）
　▽　個人番号カード交付申請書（持っている方のみ）※　持っていない方は窓口で申請書を発行します。
　▽　本人確認書類2点（Ａ2点、Ａ1点＋Ｂ1点、Ｂ2点）
　　　例：免許証と健康保険証、パスポートと健康保険証

■マイナンバーカードの交付
　　申請から交付まで約2カ月かかります。（交付状況に応じて、交付までの期間は前後します）
　申請時に官公署発行の顔写真付きの身分証明書で本人確認ができている場合（本人確認書類がＡ2点もしくはＡ1
点＋Ｂ1点）は、本人限定郵便などでご自宅に送付します。
　それ以外の場合（本人確認書類がＢ2点）は、ご自宅に交付通知書を送付しますので、通知書に記載された書類を
持って来庁していただき、カードをお受け取りください。

■問い合わせ先　住民福祉課戸籍住民係　（48）1111（内1115）

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード（写真付き）、在留カードなどの官公署発行の顔写真付き
の身分証明書A
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された次の書類
健康保険証、介護保険被保険者証、医療受給者証、年金手帳、預金通帳、社員証、学生証などB

※　本人・法定代理人の本人確認書類が必要です。

マイナンバーカードを作りませんかマイナンバーカードを作りませんか
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17.パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化するＳＤＧｓ17の目標


